
 

 

 

 

 

 

県央農林事務所における情報漏洩について 

 

 県央農林事務所において、非公表データを含むメールの誤送信の事案が発生いたしました。 

 今後、同様の事案が発生しないよう再発防止を徹底してまいります。 

 

１．事案発生日 2024年 10月 2日（水） 

 

２．事案の概要 

  10 月 2 日、農地権利移動賃借等調査に関して、県央農林事務所企画調整課から管内市町村農業委員

会事務局へ修正依頼をする際、那珂市農業委員会事務局へ送付すべきデータを小美玉市農業委員会事

務局へ誤って送信してしまった。 

  当データには、農地の権利移動許可・受理案件が記載されており、その詳細は、手続きごとの根拠法

令、許可・受理年月日、賃貸借の始期・終期、権利の設定・移転を受けるものの形態、認定農業者の有

無、面積、賃借料、等が掲載されていた。なお、個人情報の記載は無い。 

  11月 25日に、那珂市農業委員会事務局から回答の提出がないため、メールの送信履歴を確認したと

ころ、宛て先の誤りに気づいた。すぐに、小美玉市農業委員会事務局へ、電話でファイルの削除を依頼

し、その後、削除を確認した。翌26日には、那珂市農業委員会事務局に対し、電話による説明と謝罪

を実施し、了承を得ている。 

 

【経過】 

 ・10 月 2 日  9:31 那珂市農業委員会事務局へ送付すべきデータを小美玉市農業委員会事務局へ誤送信。 

 ・11月 25日 14:30 メールの送信履歴の確認により、宛て先の誤りが判明。 

14:35 小美玉市農業委員会事務局へ電話でファイルの削除を依頼。 

          15:50 小美玉市農業委員会事務局へ電話でメール、ファイルの削除を確認。 

 ・11月 26日  10:30 那珂市農業委員会事務局へ電話で事案の説明と謝罪を実施。 

【原因】 

  メール送信時における宛て先、添付ファイル確認の不徹底 

 

３．再発防止策 

・メールを送信する際は、複数名（2名以上）で宛て先及び添付ファイルの確認をすることを徹底する。 

（確認の際は、チェックリストを使用する。） 

・所内全職員に対し、情報セキュリティポリシーの遵守と事案対応時の迅速な報告を改めて周知徹底す

る。 

2024年 11月 27日 

農林水産部 農業経営課長 市村 勉 

（担当：大谷 029-301-3856  内線3853 ） 

県央農林事務所 次長兼企画調整部門長 枝川 栄 

（担当：飯嶋 029-350-3017（直通）） 
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